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金
融
資
産
の
減
損
に
係
る
信
用
リ
ス
ク

の
注
記
、
検
討
─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ

会
　
　
計

パ
ー
シ
ャ
ル
ス
ピ
ン
オ
フ
の
税
効
果
会

計
の
取
扱
い
、
検
討
─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
、
企
業
結
合
専
門
委

会
　
　
計

グ
ロ
ー
バ
ル
・
ミ
ニ
マ
ム
課
税
の
当
期

税
金
の
取
扱
い
等
、
検
討

─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
、
税
効
果
会
計
専
門
委

会
　
　
計

去
る
８
月
２
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
第
５
０
７
回
企
業
会
計
基

準
委
員
会
を
開
催
し
た
。

主
に
、
金
融
資
産
の
減
損
に
関

す
る
会
計
基
準
の
開
発
に
つ
い
て
、

第
２
０
３
回
金
融
商
品
専
門
委
員

会
（
２
０
２
３
年
８
月
10
日
号
（
№

１
６
８
５
）
情
報
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
参

照
）
に
引
き
続
き
、
次
の
論
点
の
審

議
が
行
わ
れ
た
。

信
用
リ
ス
ク
に
関
す
る
注
記
事
項

の
基
準
体
系
お
よ
び
開
示
目
的

事
務
局
か
ら
、
次
の
よ
う
な
案
が

示
さ
れ
た
。

①　
開
示
目
的
を
定
め
る
ア
プ
ロ
ー

チ
を
採
用
す
る
に
あ
た
り
、
信
用

リ
ス
ク
に
関
す
る
注
記
事
項
は
、

金
融
商
品
の
減
損
に
関
す
る
新
適

用
指
針
で
定
め
る
。

②　

信
用
リ
ス
ク
の
開
示
目
的
は
、

信
用
リ
ス
ク
が
将
来
Ｃ
Ｆ
の
金
額
、

時
期
お
よ
び
不
確
実
性
を
利
用
者

が
理
解
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め

の
十
分
な
情
報
を
企
業
が
開
示
す

る
こ
と
と
す
る
。

委
員
か
ら
は
、
賛
意
が
聞
か
れ
た

が
、「
①
で
、
適
用
指
針
よ
り
会
計

基
準
に
入
れ
る
ほ
う
が
適
当
で
は
」

と
の
意
見
も
聞
か
れ
た
。

金
融
商
品
の
ク
ラ
ス
別
の
期
首
残

高
か
ら
期
末
残
高
へ
の
調
整
表
の

開
示事

務
局
か
ら
、
次
の
よ
う
な
案
が

示
さ
れ
た
。

①　

Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
７
号
「
金
融
商
品
：

開
示
」
の
定
め
を
取
り
入
れ
る
か

否
か
を
、
利
用
者
で
あ
る
親
委
員

会
・
金
融
商
品
専
門
委
員
会
等
の

委
員
に
意
見
を
聞
き
、
あ
ら
た
め

て
審
議
す
る
。

②　
調
整
表
に
お
け
る
米
国
基
準
の

Ｃ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
モ
デ
ル
に
基
づ
く
情
報

の
開
示
方
法
は
具
体
的
に
示
さ
ず
、

規
範
性
の
な
い
教
育
文
書
で
い
く

つ
か
の
方
法
を
示
す
。

委
員
か
ら
は
、
異
論
は
聞
か
れ
な

か
っ
た
が
、「
②
で
教
育
文
書
で
な

く
結
論
の
背
景
で
示
す
の
も
一
案
で

は
」
と
の
意
見
も
聞
か
れ
た
。

去
る
７
月
26
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
第
１
０
７
回
企
業
結
合
専

門
委
員
会
を
開
催
し
た
。

第
１
０
６
回
（
２
０
２
３
年
８
月

10
日
号
（
№
１
６
８
５
）
情
報
ダ

イ
ジ
ェ
ス
ト
参
照
）
に
引
き
続
き
、

「
パ
ー
シ
ャ
ル
ス
ピ
ン
オ
フ
の
会
計

処
理
」
に
つ
い
て
審
議
さ
れ
た
。

税
効
果
会
計

事
務
局
は
、
第
１
０
５
回
企
業
結

合
専
門
委
員
会
お
よ
び
第
５
０
４
回

親
委
員
会
に
お
い
て
、
基
準
開
発
対

象
ケ
ー
ス
（
保
有
す
る
完
全
子
会
社

株
式
の
一
部
に
つ
き
按
分
型
の
配
当

を
し
、
子
会
社
株
式
・
関
連
会
社
株

式
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
く
な
っ

た
場
合
）
に
お
け
る
税
効
果
会
計
に

つ
い
て
、「
個
別
・
連
結
の
い
ず
れ

に
お
い
て
も
適
正
な
帳
簿
価
額
で
配

当
し
た
と
し
て
会
計
処
理
し
、
現
物

配
当
に
係
る
損
益
を
計
上
し
な
い
」

と
す
る
案
を
提
案
し
て
い
た
。
そ
の

際
、
結
論
の
方
向
性
に
つ
い
て
は
お

お
む
ね
賛
同
を
得
て
い
た
も
の
の
、

「
結
論
に
至
る
理
屈
に
つ
い
て
整
理

す
べ
き
」、「
繰
延
税
金
負
債
の
会
計

処
理
を
含
め
た
全
体
像
を
示
す
べ

き
」
と
い
う
意
見
や
、
一
時
差
異
や

繰
延
税
金
資
産
の
定
義
に
関
す
る
意

見
も
聞
か
れ
た
。

そ
の
た
め
、
事
務
局
は
株
式
分
配

実
施
会
社
の
税
効
果
会
計
に
つ
い

て
、次
の
よ
う
に
再
提
案
を
行
っ
た
。

●
基
準
開
発
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
は
、

連
結
固
有
の
将
来
減
算
一
時
差
異

ま
た
は
連
結
固
有
の
将
来
加
算
一

時
差
異
の
定
義
に
直
接
該
当
し
な

い
も
の
の
、
そ
の
定
義
に
準
ず
る

も
の
と
し
て
、
同
じ
取
扱
い
を
す

る
。

●
留
保
利
益
の
税
効
果
を
除
く
、
基

準
開
発
ケ
ー
ス
に
お
い
て
の
株
式

分
配
会
社
の
税
効
果
会
計
に
つ
い

て
は
、
税
効
果
適
用
指
針
８
項
の

定
め
に
従
っ
て
処
理
を
す
る
こ
と

が
考
え
ら
れ
る
た
め
、
税
効
果
適

用
指
針
の
定
め
を
変
更
す
る
必
要

は
な
い
。

専
門
委
員
か
ら
は
、「
留
保
利
益

の
税
効
果
は
別
と
分
析
さ
れ
て
い
る

が
、
留
保
利
益
の
な
か
で
も
配
当
に

よ
り
解
消
す
る
部
分
の
扱
い
が
別
と

い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
れ
で
は
売

却
に
よ
り
解
消
さ
れ
る
部
分
が
含
ま

れ
て
し
ま
う
。留
保
利
益
で
は
な
く
、

配
当
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
表
現
し

た
ほ
う
が
正
確
な
の
で
は
な
い
か
」

と
い
う
意
見
が
聞
か
れ
た
。

事
務
局
は
「
ご
指
摘
の
と
お
り
」

と
し
、
書
き
直
す
機
会
が
あ
れ
ば
、

正
確
に
表
現
す
る
よ
う
に
努
め
る
と

し
た
。

ま
た
、
８
月
２
日
開
催
の
第
５
０

７
回
親
委
員
会
で
も
審
議
が
行
わ

れ
、
異
論
は
聞
か
れ
な
か
っ
た
。

改
正
案
の
文
案
検
討

前
回
に
引
き
続
き
、
企
業
会
計
基

準
適
用
指
針
２
号
「
自
己
株
式
及
び

準
備
金
の
額
の
減
少
等
に
関
す
る
会

計
基
準
の
適
用
指
針
」
お
よ
び
会
計

制
度
委
員
会
報
告
７
号
「
連
結
財
務

諸
表
に
お
け
る
資
本
連
結
手
続
に
関

す
る
実
務
指
針
」
に
つ
い
て
、
改
正

案
の
文
案
の
検
討
が
行
わ
れ
た
。

去
る
７
月
31
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
第
85
回
税
効
果
会
計
専
門

委
員
会
を
開
催
し
た
。

グ
ロ
ー
バ
ル
・
ミ
ニ
マ
ム
課
税（
以
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下
、「
Ｇ
Ｍ
課
税
」
と
い
う
）
に
関

す
る
改
正
法
人
税
へ
の
対
応
に
つ
い

て
、
審
議
が
行
わ
れ
た
。

本
年
３
月
公
表
の
実
務
対
応
報
告

44
号
で
当
面
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は

手
当
て
さ
れ
、
残
り
の
論
点
に
つ
い

て
検
討
が
行
わ
れ
る
も
の
。
主
な
審

議
事
項
は
次
の
と
お
り
。

当
期
税
金

⑴　
連
結・
個
別
財
務
諸
表
に
お
け

る
Ｇ
Ｍ
課
税
の
表
示

連
結
・
個
別
財
務
諸
表
に
お
い
て
、

Ｇ
Ｍ
課
税
を
法
人
税
等
と
し
て
表
示

す
る
事
務
局
案
が
示
さ
れ
た
。
専
門

委
員
か
ら
は
多
く
の
賛
成
意
見
が
聞

か
れ
た
。

⑵　
法
人
税
等（
当
期
税
金
）の
計
上

時
期
お
よ
び
見
積
り
の
取
扱
い

当
期
税
金
の
計
上
時
期
お
よ
び
見

積
り
に
つ
い
て
、
次
の
事
務
局
案
が

示
さ
れ
た
。

①　
年
度
の
連
結
・
個
別
に
お
い
て

は
、
経
過
措
置
は
定
め
ず
、
適
用

初
年
度
よ
り
Ｇ
Ｍ
課
税
制
度
に
基

づ
く
上
乗
せ
税
額
を
法
人
税
等（
当

期
税
金
）
に
計
上
す
る
。

②　
企
業
に
お
け
る
見
積
り
が
明
ら

か
に
不
合
理
で
あ
る
場
合
を
除
き
、

財
務
諸
表
作
成
時
に
入
手
可
能
な

情
報
に
基
づ
い
て
最
善
の
見
積
り

を
行
っ
た
結
果
と
し
て
見
積
ら
れ

た
金
額
に
つ
い
て
は
、
事
後
的
な

結
果
と
の
間
に
乖
離
が
生
じ
た
と

し
て
も
、「
誤
謬
」
に
は
当
た
ら
な

い
旨
を
結
論
の
背
景
に
記
載
す
る
。

③　
Ｇ
Ｍ
課
税
制
度
の
適
用
初
年
度

は
、
四
半
期
財
務
諸
表
に
お
い
て
、

Ｇ
Ｍ
課
税
制
度
に
基
づ
く
上
乗
せ

税
額
を
法
人
税
等
（
当
期
税
金
）

に
計
上
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
旨

を
定
め
る
。

専
門
委
員
か
ら
は
、
賛
成
意
見
が

聞
か
れ
た
。
そ
の
ほ
か
に
、「
②
の

取
扱
い
は
コ
ロ
ナ
対
応
の
よ
う
な
、

か
な
り
特
殊
な
ケ
ー
ス
で
入
れ
る
べ

き
。
見
積
り
の
精
度
に
偏
り
が
出
て

し
ま
う
懸
念
が
あ
る
」、「
③
で
は
、

適
用
初
年
度
だ
け
で
な
く
２
年
目
も

影
響
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
」
と

い
っ
た
意
見
が
聞
か
れ
た
。

繰
延
税
金

Ｇ
Ｍ
課
税
制
度
は
、
調
整
項
目
が

一
時
差
異
に
該
当
す
る
か
否
か
お
よ

び
税
効
果
会
計
を
適
用
す
べ
き
か
否

か
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
く
、
税

効
果
会
計
の
基
準
開
発
を
行
っ
た
場

合
、
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
お
よ
び
Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂ
が

継
続
し
て
基
準
開
発
し
た
際
の
結
論

と
相
違
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
っ

た
理
由
か
ら
、
実
務
対
応
報
告
44
号

の
当
面
の
取
扱
い
の
適
用
を
継
続
す

る
案
が
示
さ
れ
た
。

専
門
委
員
か
ら
は
特
段
異
論
は
聞

か
れ
な
か
っ
た
。

株
式
会
社
に
よ
る
会
社
運
営
④

（
計
算
書
類
等
の
作
成
）

公
認
会
計
士 

市
川　

育
義

会
計・監
査・開
示

〝
来
し
方
行
く
末
〟

株
式
会
社
に
お
い
て
、
各
事
業
年

度
の
決
算
数
値
を
確
定
さ
せ
、
対
外

的
に
業
績
報
告
を
行
う
こ
と
は
、
取

締
役
（
取
締
役
会
）
が
株
主
に
対
す

る
説
明
責
任
を
果
た
す
う
え
で
非
常

に
重
要
な
業
務
で
あ
る
。
こ
の
業
績

報
告
は
、
株
主
に
と
っ
て
も
、
現
在

の
立
ち
位
置
や
経
営
戦
略
等
の
進
捗

状
況
を
確
認
す
る
手
段
に
な
る
と
と

も
に
、
さ
ら
に
今
後
の
企
業
価
値
向

上
に
向
け
た
取
組
み
に
関
す
る
丁
寧

な
説
明
を
受
け
る
こ
と
で
、
理
解
が

深
ま
り
、
株
主
と
会
社
と
の
良
好
な

関
係
が
構
築
さ
れ
る
契
機
と
な
る
。

取
締
役
（
取
締
役
会
）
は
、
こ
れ

ら
の
適
正
な
財
務
報
告
を
確
保
す
る

財
務
報
告
シ
ス
テ
ム
を
整
備
・
運
用

す
る
責
任
が
あ
る
と
と
も
に
、
監
査

役
等
や
監
査
法
人
に
よ
る
監
査
を
通

じ
て
、
会
社
の
財
務
報
告
の
信
頼
性

が
確
保
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
会
計
監

査
人
設
置
会
社
に
お
い
て
は
、
最
終

的
に
取
締
役
会
の
承
認
を
経
て
、
計

算
書
類
お
よ
び
事
業
報
告
な
ら
び

に
こ
れ
ら
の
附
属
明
細
書
が
確
定
さ

れ
、
定
時
株
主
総
会
に
お
い
て
計
算

書
類
お
よ
び
事
業
報
告
の
内
容
が
報

告
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

た
だ
し
、
会
計
監
査
人
の
監
査
意

見
が
無
限
定
適
正
意
見
で
な
い
場
合

や
、
監
査
役
等
が
会
計
監
査
人
の
監

査
の
方
法
ま
た
は
結
果
を
相
当
で
あ

る
と
認
め
て
い
な
い
場
合
な
ど
、
例

外
的
な
ケ
ー
ス
に
お
い
て
は
、
計
算

書
類
等
を
取
締
役
会
に
お
い
て
は
確

定
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
株
主
総

会
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
（
会
社
法
439
、
会
計
規
135
）。

会
社
法
は
、
業
績
報
告
の
書
類
と

し
て
、
各
事
業
年
度
に
係
る
「
計
算

書
類
」、「
事
業
報
告
」
な
ら
び
に
こ

れ
ら
の
附
属
明
細
書
の
作
成
を
義
務

づ
け
て
い
る
（
会
社
法
435
②
）。

①　
計
算
書
類
等

「
計
算
書
類
」
は
、
貸
借
対
照
表
、

損
益
計
算
書
、
株
主
資
本
等
変
動
計

算
書
、
個
別
注
記
表
の
総
称
で
あ
る
。

こ
の
他
に
、
関
係
書
類
と
し
て
附
属

明
細
書
が
あ
る
。
会
計
監
査
人
設
置

会
社
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
に
つ
い

て
、
監
査
役
の
ほ
か
、
会
計
監
査
人

に
よ
る
監
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
（
会
社
法
436
②
一
）。

計
算
書
類
は
、
金
商
法
の
開
示
書

類
で
あ
る
有
価
証
券
報
告
書
（
財
務

諸
表
）
に
比
べ
て
、
簡
略
な
表
示
内

容
と
な
っ
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ

る
。
ま
た
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー

計
算
書
は
、
会
社
法
に
お
け
る
開
示

書
類
を
構
成
し
て
い
な
い
が
、
実
務

上
、
多
く
の
会
社
で
参
考
情
報
と
し

て
任
意
に
開
示
さ
れ
て
い
る
。

②　
事
業
報
告
等

「
事
業
報
告
」
は
、
す
べ
て
の
株
式

会
社
に
適
用
さ
れ
る
共
通
事
項
（
内

部
統
制
の
整
備
・
運
用
状
況
、
会
社

支
配
に
関
す
る
基
本
方
針
、
親
会
社

等
と
の
取
引
等
）
の
ほ
か
、
公
開
会

社
に
つ
い
て
義
務
化
さ
れ
て
い
る
事

項
（
現
況
、
役
員
、
株
式
等
に
関
す

る
事
項
）、
会
計
監
査
人
設
置
会
社

に
つ
い
て
義
務
化
さ
れ
て
い
る
事
項

（
会
計
監
査
人
の
名
称
、
報
酬
等
に
関

す
る
事
項
）
等
が
記
載
さ
れ
る
。
事

業
報
告
と
附
属
明
細
書
は
監
査
役
に

よ
る
監
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
（
会
社
法
436
②
二
）。

③　
会
計
監
査
人
と
監
査
役
と
の

関
係

会
社
法
に
お
い
て
は
、
会
計
監
査

人
設
置
会
社
で
あ
っ
て
も
、
監
査
役

は
、
計
算
書
類
等
お
よ
び
事
業
報
告

等
の
監
査
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
（
会
社
法
436
②
）。
た
だ
し
、
計

算
書
類
等
に
つ
い
て
は
、
専
門
家
で

あ
る
監
査
法
人
に
よ
る
監
査
が
行
わ

れ
る
た
め
、
監
査
役
は
、
会
計
監
査

人
の
監
査
の
方
法
ま
た
は
結
果
に
つ

い
て
相
当
性
を
評
価
し
た
う
え
で
、

そ
の
結
果
に
依
拠
す
る
関
係
が
実
務

上
構
築
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、

事
業
報
告
等
に
つ
い
て
は
、
監
査
役

に
よ
る
単
独
監
査
で
あ
り
、
た
と
え

ば
、
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
の
整
備
・

運
用
状
況
の
記
載
内
容
が
監
査
対
象

と
な
っ
て
い
る
。
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＊

事
務
局
よ
り
、
２
０
２
４
年
４
月

費
用
の
分
解
開
示
に
関
す
る
損
益
計
算

書
の
Ａ
Ｓ
Ｕ
案
、
公
表
─
Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂ

国
際
会
計

サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
リ
ス
ク
に
関

す
る
開
示
規
則
、
公
表
─
Ｓ
Ｅ
Ｃ

国
際
会
計

の
税
制
適
用
前
に
最
終
化
す
る
目
標

が
示
さ
れ
た
。

去
る
７
月
31
日
、
Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂ
は
会

計
基
準
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
（
Ａ
Ｓ
Ｕ
）

の
公
開
草
案
「
損
益
計
算
書
―
包
括

利
益
の
報
告
―
費
用
の
分
解
開
示

（
サ
ブ
ト
ピ
ッ
ク
220
―
40
）」
を
公
表

し
た
。

公
開
草
案
は
、
企
業
の
費
用
の
開

示
を
改
善
し
、
投
資
家
か
ら
の
費
用

科
目
（caption

）
に
示
さ
れ
る
費

用
の
内
容
に
つ
い
て
の
、
よ
り
詳
細

な
情
報
提
供
の
要
望
に
応
え
る
た
め

に
発
行
さ
れ
た
。
投
資
家
は
、
増
加

し
た
情
報
に
よ
り
、
企
業
の
費
用
の

構
成
要
素
を
よ
り
よ
く
理
解
し
、
業

績
に
つ
い
て
独
自
の
判
断
を
行
い
、

よ
り
正
確
に
費
用
を
予
測
で
き
る
よ

う
に
な
る
。
そ
れ
に
よ
り
、
投
資
家

は
将
来
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
に

対
す
る
企
業
の
見
通
し
を
よ
り
適
切

に
評
価
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

ま
た
、
開
示
さ
れ
る
情
報
は
Ｍ
Ｄ

＆
Ａ
に
関
す
る
企
業
の
準
備
と
投
資

家
の
検
討
の
た
め
の
関
連
情
報
を
提

供
す
る
。

公
開
草
案
の
概
要

公
開
草
案
は
、
期
中
と
年
次
の
財

務
諸
表
の
注
記
に
お
い
て
、
特
定
の

費
用
科
目
の
基
礎
と
な
る
特
定
の
要

素
の
詳
細
な
開
示
を
要
求
す
る
。
具

体
的
に
は
、次
の
開
示
を
要
求
す
る
。

①　
損
益
計
算
書
に
示
さ
れ
た
「
関

連
す
る
各
費
用
科
目
（
売
上
原
価
、

販
売
費
及
び
一
般
管
理
費
、
試
験

研
究
費
な
ど
）」
に
含
ま
れ
る
、
⒜

棚
卸
資
産
と
製
造
費
用
、
⒝
従
業

員
の
報
酬
、
⒞
減
価
償
却
費
、
お

よ
び
⒟
無
形
固
定
資
産
の
償
却
費

等
の
金
額
を
開
示
す
る
。「
関
連
す

る
費
用
科
目
」
と
は
、
損
益
計
算

書
で
継
続
事
業
と
し
て
表
示
さ
れ

る
前
記
の
⒜
か
ら
⒟
を
含
む
費
用

科
目
で
あ
る
。

②　
棚
卸
資
産
と
製
造
費
用
に
つ
い

て
は
、
さ
ら
に
、
発
生
し
た
費
用

を
⒜
棚
卸
資
産
の
購
入
、
⒝
従
業

員
の
報
酬
、
⒞
減
価
償
却
費
、
お

よ
び
⒟
無
形
固
定
資
産
の
償
却
費

等
に
分
類
し
て
開
示
す
る
。
発
生

し
た
費
用
に
は
、
棚
卸
資
産
に
計

上
さ
れ
て
い
た
金
額
、
棚
卸
資
産

に
計
上
さ
れ
な
い
場
合
は
、
当
期

の
直
接
費
用
（
発
生
し
た
費
用
）

の
金
額
が
含
ま
れ
る
。
年
度
に
は

「
そ
の
他
の
製
造
費
用
」
の
定
義
を

開
示
す
る
。

③　
現
行
で
開
示
が
義
務
づ
け
ら
れ

て
い
る
特
定
の
金
額
は
、
他
の
分

解
要
求
と
し
て
、
同
じ
開
示
に
含

ま
れ
る
（
公
開
草
案
は
、
現
行
の

開
示
を
変
更
ま
た
は
削
除
す
る
こ

と
は
な
い
）。

④　
別
個
に
開
示
さ
れ
て
な
い
、
関

連
す
る
費
用
科
目
ま
た
は
棚
卸
資

産
と
製
造
費
用
の
残
り
の
金
額
の

去
る
７
月
26
日
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
、
上

場
企
業
の
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

リ
ス
ク
に
関
す
る
「
イ
ン
シ
デ
ン
ト

報
告
」
と
「
管
理
、
戦
略
、
ガ
バ
ナ

ン
ス
」
に
関
す
る
開
示
を
強
化
す
る

規
則
の
改
正
を
採
択
し
た
。

多
く
の
上
場
企
業
は
す
で
に
投
資

家
に
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
つ

い
て
の
開
示
を
提
供
し
て
い
る
が
、

こ
の
改
正
は
、
リ
ス
ク
管
理
、
戦
略
、

ガ
バ
ナ
ン
ス
に
つ
い
て
、投
資
家
に
、

一
貫
性
の
あ
る
比
較
可
能
な
、
意
思

決
定
に
役
立
つ
情
報
を
タ
イ
ム
リ
ー

に
提
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い

る
。

示
を
要
求
す
る
。

⑵　
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
リ
ス

ク
に
関
す
る
管
理
、戦
略
、ガ
バ
ナ

ン
ス
に
つ
い
て
、年
次
報
告
書
で

の
定
期
的
な
報
告

改
正
さ
れ
た
規
則
Ｓ
―
Ｋ
（
非
財

務
情
報
を
規
定
す
る
規
則
）
は
、
年

次
報
告
書
（
米
国
企
業
は
様
式
10
―

Ｋ
、外
国
企
業
は
様
式
20
―
Ｆ
）
で
、

サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
脅
威
の

重
大
な
リ
ス
ク
を
評
価
し
、特
定
し
、

管
理
す
る
プ
ロ
セ
ス
と
、
サ
イ
バ
ー

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
脅
威
と
以
前
に
発

生
し
た
重
大
な
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ

テ
ィ
・
イ
ン
シ
デ
ン
ト
か
ら
の
重
要

な
影
響
の
開
示
を
要
求
す
る
。

ま
た
、
改
正
さ
れ
た
規
則
Ｓ
―
Ｋ

は
、
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
脅

威
の
リ
ス
ク
に
対
す
る
取
締
役
会
の

監
督
と
当
該
リ
ス
ク
の
評
価
と
管
理

に
関
す
る
経
営
陣
の
役
割
と
専
門
知

識
の
開
示
を
要
求
す
る
。

適
用
関
係

改
正
さ
れ
た
規
則
は
連
邦
官
報
で

の
公
表
か
ら
30
日
後
に
発
効
し
、
年

次
報
告
書
で
の
開
示
は
２
０
２
３
年

12
月
15
日
以
降
終
了
す
る
年
度
か
ら

開
始
さ
れ
る
。

臨
時
報
告
書
で
の
開
示
は
、
連

邦
官
報
の
公
表
か
ら
90
日
後
と

２
０
２
３
年
12
月
18
日
の
い
ず
れ
か

遅
い
日
か
ら
要
求
さ
れ
る
。

定
性
的
な
説
明
を
開
示
す
る
。

⑤　
「
販
売
費
」
の
総
額
と
、
年
度
に

お
い
て
の
販
売
費
の
定
義
を
開
示

す
る
。

適
用
関
係

公
開
草
案
は
、
将
来
に
向
か
っ
て

適
用
さ
れ
（
遡
及
適
用
の
オ
プ
シ
ョ

ン
あ
り
）、
適
用
日
と
早
期
適
用
の

可
否
は
未
定
で
あ
る
。

コ
メ
ン
ト
期
限
は
10
月
30
日
で
あ

る
。改

正
の
概
要

改
正
の
主
要
な
点
は
次
の
２
つ
で

あ
る
。
改
正
は
外
国
企
業
に
も
適
用

さ
れ
る
。

⑴　

重
大
な
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ

テ
ィ・
イ
ン
シ
デ
ン
ト
に
関
す
る

臨
時
報
告
書
で
の
報
告

重
大
な
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ

テ
ィ
・
イ
ン
シ
デ
ン
ト
に
遭
遇
し
た

後
４
営
業
日
以
内
に
、
臨
時
報
告
書

（
米
国
企
業
は
様
式
８
―
Ｋ
、
外
国

企
業
は
様
式
６
―
Ｋ
）
で
、
重
大
な

サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
・
イ
ン
シ

デ
ン
ト
に
つ
い
て
、
そ
の
内
容
、
範

囲
、
時
期
、
登
録
者
へ
の
影
響
の
開
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この10日間に公表・公布された経理関係重要法規等
日　付 法　規　等 出　所 備　考 掲載号

2023年
7月28日

女性活躍・男女共同参画
の重点方針2023（女性版
骨太の方針2023）に係る
上場制度の整備等につい
て

東証

女性版骨太の方針2023において、プライム市場の上場会社について、女性役員比率に
係る数値目標等が示されたことを踏まえ、所要の上場制度の整備を行うもの。あわせ
て、望ましい投資単位の水準の下限「５万円以上」を撤廃する。コメント期限は８月27
日。本年10月をめどに実施予定。
https://www.jpx.co.jp/news/1020/aocfb40000003czs-att/aocfb40000003d2k.pdf

―

2023年
8月1日

監査役スタッフ研究会（本
部）「主要監査業務のポイ
ントと事例研究―監査の
実効性と効率性の向上を
目指して― （中間報告）」

監査役
協会

「監査役監査と監査スタッフの業務」について、研究対象を“スタッフの誰もが関わる重
要業務”に絞り、監査の実効性と効率性のさらなる向上を目指して有効な監査の方法を
探った結果をまとめたもの。
https://www.kansa.or.jp/news/post-9938/

―

疑
問
が
残
る
イ
ー
ル
ド
・
カ
ー
ブ
・

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
政
策
の
正
当
性

金
　
　
融

日
米
リ
ー
ド
で
株
価
の
騰
勢
強
ま
る
か

証
　
　
券

日
銀
は
７
月
28
日
、
金
融
政
策
決

定
会
合
で
イ
ー
ル
ド
・
カ
ー
ブ
・
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
（
Ｙ
Ｃ
Ｃ
）
の
修
正
を

決
め
た
。
長
期
金
利
の
上
限
は
０
・

５
％
程
度
を
め
ど
に
す
る
と
し
、
こ

の
水
準
に
変
わ
り
は
な
か
っ
た
。
た

だ
指
値
オ
ペ
で
強
く
抑
制
し
て
達
成

を
目
指
す
水
準
で
は
な
く
、
こ
の
水

準
を
超
え
る
こ
と
も
容
認
す
る
。
指

値
オ
ペ
の
水
準
は
１
・
０
％
に
引
き

上
げ
ら
れ
た
。
今
回
の
よ
う
な
金
利

上
昇
の
許
容
範
囲
が
拡
大
す
る
こ
と

は
、
日
銀
が
市
場
に
対
し
て
持
つ
影

響
力
の
低
下
に
つ
な
が
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

指
値
オ
ペ
の
１
・
０
％
と
い
う
水

準
は
、
今
の
３
％
台
と
い
う
物
価
上

昇
率
が
、
イ
ン
フ
レ
進
行
で
今
後

４
％
台
、
５
％
台
へ
と
伸
び
た
時

に
、
さ
ら
に
上
方
に
切
り
上
げ
れ
ば

よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
指
値
オ
ペ
で
国

債
を
無
制
限
に
購
入
す
る
と
い
う
こ

と
は
、
そ
の
都
度
、
国
債
市
場
で
日

銀
の
シ
ェ
ア
が
拡
大
し
、
債
券
市
場

で
正
常
な
価
格
形
成
が
行
わ
れ
な
く

な
り
、
市
場
の
ゆ
が
み
に
拍
車
を
か

け
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
植
田
総

裁
は
、「
長
期
金
利
が
１
％
ま
で
上

昇
す
る
こ
と
は
想
定
し
て
い
な
い

が
、
念
の
た
め
の
上
限
キ
ャ
ッ
プ
と

し
て
１
％
と
し
た
」
と
発
言
し
て
い

る
。
繊
細
な
金
利
調
整
が
求
め
ら
れ

る
中
央
銀
行
の
総
裁
に
し
て
は
曖
昧

な
表
現
だ
。
そ
も
そ
も
、
Ｙ
Ｃ
Ｃ
の

起
点
と
な
る
翌
日
物
金
利
が
マ
イ
ナ

ス
０
・
１
％
の
ま
ま
で
、
イ
ン
フ
レ

対
策
を
長
期
金
利
の
み
の
操
作
で
行

う
と
い
う
金
融
政
策
を
正
当
化
で
き

る
の
だ
ろ
う
か
。

直
近
の
デ
ー
タ
で
は
、
日
本
の
消

費
者
物
価
指
数
の
前
年
比
上
昇
率
が

３
・
３
％
、
政
策
金
利
が
マ
イ
ナ
ス

０
・
１
％
と
い
う
の
は
、
海
外
と
比

べ
て
も
異
常
な
水
準
だ
。た
と
え
ば
、

ア
メ
リ
カ
は
そ
れ
ぞ
れ
３
・
０
％（
Ｐ

Ｃ
Ｅ
）
と
５
・
５
％
、
昨
年
マ
イ
ナ

ス
金
利
政
策
を
終
了
し
た
ユ
ー
ロ
圏

と
ス
イ
ス
は
、ユ
ー
ロ
圏
が
５
・
３
％

と
４
・
２
５
％
、
ス
イ
ス
は
１
・
７
％

と
１
・
７
５
％
と
な
っ
て
い
る
。
同

様
に
は
論
じ
ら
れ
な
い
が
、
日
本
も

２
％
以
上
で
も
よ
い
は
ず
だ
。
少
な

く
と
も
、
７
年
間
マ
イ
ナ
ス
金
利
政

策
を
続
け
て
い
る
正
当
な
理
由
は
あ

る
の
か
疑
問
が
残
る
。

７
月
は
終
わ
っ
て
み
る
と
、
ほ
と

ん
ど
の
主
要
国
市
場
で
７
月
末
の
株

価
が
前
月
末
を
上
回
っ
た
。
世
界
の

７
月
は
株
価
上
昇
月
と
な
っ
た
の

だ
。
と
こ
ろ
が
、
唯
一
下
落
し
た
の

が
、
日
経
平
均
で
あ
る
。

こ
の
世
界
的
な
株
価
上
昇
は
、
６

月
ま
で
に
日
経
平
均
が
先
駆
的
に
急

上
昇
を
続
け
て
き
た
こ
と
に
刺
激
さ

れ
た
側
面
が
大
き
い
。
と
こ
ろ
が
、

そ
の
日
経
平
均
は
７
月
に
上
昇
一

服
、
ミ
ニ
調
整
と
な
っ
た
。
日
本
株

が
独
歩
高
を
続
け
た
結
果
、
割
安
と

は
い
え
な
く
な
っ
た
た
め
と
考
え
ら

れ
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
経
緯
か
ら
す

る
と
、
皮
肉
な
結
果
と
い
わ
ざ
る
を

得
な
い
。

米
株
価
は
７
月
の
世
界
的
株
価
上

昇
を
リ
ー
ド
し
て
き
た
が
、
関
門
と

さ
れ
て
き
た
７
月
末
の
連
邦
公
開
市

場
委
員
会
（
Ｆ
Ｏ
Ｍ
Ｃ
）
が
市
場
の

予
想
ど
お
り
の
結
果
と
な
っ
た
た

め
、
新
た
な
段
階
に
入
っ
た
よ
う
に

み
え
る
。
も
っ
と
も
米
連
邦
準
備
制

度
理
事
会
（
Ｆ
Ｒ
Ｂ
）
は
利
上
げ
に

つ
い
て
７
月
で
終
わ
り
と
表
明
し
た

わ
け
で
は
な
く
、
今
後
は
イ
ン
フ
レ

動
向
次
第
と
し
た
。
Ｆ
Ｒ
Ｂ
は
現
在

の
ア
メ
リ
カ
の
物
価
は
極
め
て
予
想

し
に
く
い
状
況
に
あ
り
、
出
た
と
こ

勝
負
だ
、
と
い
っ
て
株
式
市
場
が
結

論
を
急
が
な
い
よ
う
に
釘
を
さ
し
て

い
る
。

ア
メ
リ
カ
以
外
の
国
々
、
市
場
は

ど
う
か
？　

日
本
以
外
の
国
は
経
済

状
況
が
悪
く
、
景
気
の
弱
い
国
が
多

い
。
そ
の
代
表
が
中
国
で
あ
る
。
中

国
は
コ
ロ
ナ
禍
で
強
行
し
た
ロ
ッ
ク

ダ
ウ
ン
を
解
除
し
た
が
、
そ
の
後
の

経
済
活
動
が
芳
し
く
な
く
、
長
期
停

滞
を
指
摘
す
る
見
方
も
増
え
て
い
る
。

韓
国
、
Ｅ
Ｕ
な
ど
も
経
済
活
動
は
鈍

い
。
こ
れ
ら
の
国
々
は
米
株
価
の
騰

勢
が
強
ま
る
と
、
そ
れ
に
つ
い
て
い

く
の
が
苦
し
く
な
る
の
で
は
な
い
か
。

そ
し
て
、
日
本
市
場
は
ど
う
か
。

現
在
、
第
１
四
半
期
の
企
業
業
績
が

発
表
さ
れ
て
お
り
、
収
益
の
上
方
修

正
、
増
益
見
通
し
に
転
換
と
い
っ
た

有
力
企
業
が
増
え
て
い
る
。
こ
れ
か

ら
発
表
さ
れ
る
経
済
統
計
も
好
転
、

良
好
の
話
が
増
加
す
る
気
配
で
あ

る
。日

銀
の
政
策
で
円
相
場
が
大
き
く

振
れ
る
と
い
っ
た
こ
と
も
な
く
、
日

米
主
導
に
よ
る
世
界
的
な
株
価
の
騰

勢
強
ま
る
と
い
っ
た
展
開
を
期
待
し

た
い
。


